
JP 2009-282003 A 2009.12.3

(57)【要約】
【課題】例えば各種の電気機器や回路等の電気特性を検
出もしくは評価する場合などに用いるプローブピンやコ
ンタクトピン等の接点部材に係り、その接点部材のハン
ダ転写特性のよい接点部材を提供する。
【解決手段】基材２の表面に貴金属薄膜層５を形成して
なる接点部材において、上記貴金属薄膜層５の表面及び
内部に粒径が２ｎｍ～１μｍのナノダイヤモンド粒子を
０．１～５．０重量％の割合で共析させ、ハンダ転写性
を良くしたことを特徴とする。上記のような接点部材を
製造するに当たっては、電気めっきのめっき浴中にナノ
ダイヤモンド粒子を分散させて該ナノダイヤモンド粒子
を貴金属とともに上記基材表面に共析させればよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒径が２ｎｍ～１μｍのナノダイヤモンド粒子を、０．５～５．０重量％の割合で、基
材表面に電気メッキにより、貴金属薄膜層と共析した薄膜で、そのハンダ濡れ角度が、共
析薄膜上において１２０°以上且つ、接触抵抗が４００μΩ・ｃｍ以下であることを特徴
とする接点部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種の電気機器や回路等の電気特性を検出もしくは評価するプローブピンや
コンタクトピン等の接点部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
電気部品、半導体デバイス、ＬＣＤなどの電子部品は製造中、製造後あるいは出荷前に、
良品、不良品判定を行うために、電気性能試験を行う。電気性能試験はそれぞれの部品に
対応するプローブカードにコンタクトピンを取り付け、テストハウジングの中に被測定物
を挿入し、バネ圧でコンタクトピンと電気端子に接触させる。各コンタクトピンは、評価
テスターに接続されており、導通テスト、ファンクションテスト等の電気性能試験を行っ
て良、不良品判定を行う。
【０００３】
これら電子部品は、日産、数百個から数千個、数万個生産されており、テストハウジング
のコンタクトピンもそれに対応するだけの電気端子への接触回数を強いられる。そのため
、コンタクトピンは、耐摩耗性あるいは、電気端子材であるハンダ等の被測定物端子材が
付着してこないよう、付着防止性を有する必要がある。
【０００４】
通常コンタクトピンは、電子端子材の表面に形成されている酸化膜を破って内部のフレッ
シュな電子端子材に接触することによって正確な電気特性が評価できる。しかし、コンタ
クトピンにハンダのような電子端子材が付着した場合（以後この現象を転写と呼ぶ。）、
コンタクトピンが、別の新しい被測定物の電気端子に接触しても電子端子の酸化物を破れ
なくなり、規定以上のコンタクト圧がかかって、被測定物や評価装置を破損したり、ある
いは正確な電気計測ができなくなり、良品を不良品と判定する誤評価が生じる。
【０００５】
この問題を防ぐために、テスト作業者は、一定回数ごとに、評価試験器を止め、金属ブラ
シで、ハンダが付着したコネクタピン接点部を磨き、再度測定をするという作業を行って
いる。しかし、この作業を行うには、評価装置を止める必要があるし、行わないと良品も
不良品と判定して不良率が増加し、著しく生産性を悪くする。
【０００６】
通常、コンタクトピンの場合、導電性を良くするため、金、金合金、ロジウムといった貴
金属がめっきされているが、この転写問題が生じる原因は、
１）試験中のコンタクトピンの表面摩耗による表面粗さ増加で、被測定物電気端子材が付
着しやすくなる。
２）表面皮膜の貴金属とハンダの化学結合が強いためである。
【０００７】
１）のコンタクトピンの表面摩耗による表面粗さ増加で、被測定物電気端子材が付着する
　　、という問題は、貴金属表面皮膜の耐摩耗性を向上させることで改善できる。
２）の表面皮膜の貴金属とハンダの化学結合が強い、という問題は、表面皮膜の材質を化
学結合の悪い材料に変えればいいのだが、今度は導電性が悪くなるといった問題が発生す
る。
【０００８】
これら問題を解決するために、一般に貴金属めっきの中にハンダ等被測定物電気端子材と
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化学結合の弱い樹脂粒子、カーボンナノチューブ等の粒子を共析させて、転写性を向上さ
せるという方法が取られている。しかし、このような分散粒子を入れて、転写性を改善す
ると、接触抵抗が大きくなる。たとえば特許文献１に、金あるいはロジウムめっきにカー
ボンナノチューブ微粒子を共析させて、転写性を改善できることが報告されているが、接
触抵抗が２００ｍΩ以上になり、コンタクト端子として必要な、接触抵抗値１００ｍΩ以
下よりかなり高く実用的でない。また、特許文献２のように樹脂粒子を共析させた場合、
１５０℃でのバーンインテストでは使用できず、実用的でない。
【特許文献１】特許第４０４４９２６号
【特許文献２】特許第３５５１４１１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記問題点に鑑みて提案されたもので、コンタクトピン等の接点部材のハンダ
転写特性を向上させて高温環境でも使用できる、メンテナンス性のよい、且つ接触抵抗の
小さい接点部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために本発明による接点部材は以下の構成としたものである。即
ち、粒径が２ｎｍ～１μｍのナノダイヤモンド粒子を、０．５～５．０重量％の割合で、
基材表面に電気メッキにより、貴金属薄膜層と共析した薄膜で、そのハンダ濡れ角度が、
共析薄膜上において１２０°以上且つ、接触抵抗が４００μΩ・ｃｍ以下であることを特
徴とする接点部材である。
【００１１】
　上記貴金属薄膜層を構成する貴金属としては、例えばＡｕ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｐｄ、Ｒｈ、
Ｒｕのいずれか１種または２種以上の金属単体または合金を用いることができる。上記貴
金属薄膜層の厚さは、０．１～５μｍの範囲内に形成するとよい。
【００１２】
上記ハンダとは、スズー鉛ハンダ、及び鉛フリーハンダであるＳｎ－Ａｇ－Ｃｕ３元系、
Ｓｎ－Ｚｎ系、Ｓｎ－Ｂｉ系等、鉛を含まない、スズ系ハンダ合金のことを指す。
【００１３】
　本発明による接点部材の製造方法は、基材の表面に電気めっき（電解めっき）により貴
金属薄膜層を形成するようにした接点部材の製造方法において、上記電気めっきのめっき
浴中にナノダイヤモンド粒子を分散させて該ナノダイヤモンド粒子を貴金属とともに上記
基材上のめっき表面及びめっき内部に均一に共析させるようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　上記のように本発明による接点部材は、粒径が２ｎｍ～１μｍのナノダイヤモンド粒子
で、そのナノダイヤモンドの構造が、中心核がＳＰ３ダイヤモンド構造、表層がＳＰ２グ
ラファイト構造、その表層には、ＯＨ基、スルホン酸基、カルボルシル基等官能基を有し
、且つそのＳＰ３ダイヤモンド構造とＳＰ２グラファイト構造の比が、４０：６０から９
５：５比とするナノダイヤモンドを０．５～５．０重量％の割合でめっき表面またはめっ
き内部に均一に共析させることにより、上記接点部材の貴金属薄膜層のハンダの転写性能
が向上し、且つ接触抵抗が小さく高温測定の可能な、メンテナンス性のいい接点部材を提
供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明による接点部材およびその製造方法を図に示す実施形態に基づいて具体的
に説明する。
【００１６】
　図１は本発明に関わる表面処理構造１を示す。基材２の上に拡散防止層３を形成し、そ
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の拡散防止層３の上に、密着性を向上させるための貴金属ストライクめっき４を形成し、
この、貴金属ストライクめっき４上に、ハンダ転写性を向上させる、ナノダイヤモンド共
析貴金属めっき５を形成して成る。
【００１７】
基材は、通常銅、銅合金、鉄合金，アルミ合金等を用いることができる。また、表層に無
電解で金属めっきが形成できる、セラミック材、有機樹脂材等も基材対象となる。
【００１８】
　拡散防止層３は、基材の物質と、貴金属ストライクめっき層４、及びナノダイヤモンド
共析貴金属めっき５が拡散して、金属化合物を形成し、膜の密着性、靭性を損なうことを
防ぐために形成される。この拡散防止膜３は、電気めっき、無電解めっきどちらでも形成
することは可能だが、通常、無電解Ｎｉ－Ｐ、Ｎｉ－Ｂ合金めっきが使用され、めっきの
厚さは、０．１μｍ～１０μｍ、好ましくは、０．５μｍ～５μｍ、より好ましくは、１
μｍ～３μｍとする。
【００１９】
　上記ナノダイヤモンド共析貴金属めっき層５は、主としてコンタクトピン等の接点部材
として使用する際の、導電性を高めるために設けるもので、本実施形態においては上記拡
散防止層３、あるいは密着性を向上させるための貴金属ストライクめっき４の表面に貴金
属めっき５を施すことによって形成したものである。その貴金属としては、例えばＡｕ、
Ｐｔ、Ａｇ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｒｕのいずれか１種または２種以上の金属単体または合金を用
いることができる。本実施形態は金めっきを適用したものである。
【００２０】
　表層の貴金属めっきに共析される粒子は、粒径が２ｎｍ～１μｍ、好ましくは、４ｎｍ
～５００ｎｍ、より好ましくは４ｎｍ～２００ｎｍの一次粒子及び、二次粒子の混在した
ナノダイヤモンド粒子で、そのナノダイヤモンドの構造が、中心核がＳＰ３ダイヤモンド
構造、表層がＳＰ２グラファイト構造、その表層には、ＯＨ基、スルホン酸基、カルボル
シル基等官能基を有し、且つそのＳＰ３ダイヤモンド構造とＳＰ２グラファイト構造の比
が、４０：６０から９５：５比とするナノダイヤモンドを０．５～５．０重量％、好まし
くは１．０～３．０重量％の割合でめっき表面またはめっき内部に均一に共析させる。
【００２１】
　上記ナノダイヤモンドの粒径の２ｎｍ～１μｍの範囲のものを用いる理由は、粒径が２
ｎｍ未満であると、小さすぎてハンダ転写性能を向上させる効果が少なく、粒径が１μｍ
を超えると、大きすぎて電気導電率を悪くするおそれがあるからである。またナノダイヤ
モンドの貴金属めっき中に対する重量割合は０．５～５．０重量％とし、好ましくは１．
０～３．０重量％とするのが望ましい。ナノダイヤモンドの重量割合が５．０重量％を越
えると、極端に金めっきの密着力が損なわれて、摩耗特性が悪化し、０．５重量％以下で
はほとんどナノダイヤモンド添加効果が見られないからである。
【００２２】
　上記ナノダイヤモンドとしては、例えば爆発合成法等で生成されたものを用いることが
できる。上記ナノダイヤモンドを共析した貴金属薄膜層は、粒度分布が狭い超微粒ナノダ
イヤモンド（以後ＵＤＤと称す）粉体、及びこのＵＤＤがゼータ電位を有することにより
分散安定性に優れる水性懸濁液を用い、電解めっき法により達成することができる。
【００２３】
　本発明のＵＤＤを共析した貴金属薄膜層の厚さは適宜であるが、通常３０ｎｍ（０．０
３０μｍ）～５０００ｎｍ（５．０μｍ）とし、好ましくは３００ｎｍ（０．３０μｍ）
～２０００ｎｍ（２．０μｍ）とするのが望ましい。貴金属薄膜層の厚さがあまり薄いと
、それよりも大きなＵＤＤが共析した場合に、層中へのＵＤＤの保持が難しくなるため、
層から離脱しやすくなる。そのためＵＤＤ粒子サイズと共析貴金属の膜厚の比は、１：３
、好ましくは１：５０以上が望ましい。
【００２４】
厚い貴金属薄膜層、例えば５．０μｍを超えるものは、長時間めっきや電鋳を施すことに
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よって形成可能であるが、あまり厚いと時間がかかってコストが嵩むだけでなく、その割
に効果が少なく、コスト削減や環境保全等の観点から余り厚くすることは必ずしも得策と
は言えない。
【００２５】
　このＵＤＤは、他材料に混合しても均一に共析しているので外観上ほとんどその存在を
目視できず、また、固形組成物中に共析されていてもほとんど触知することができない。
そのため電気導電性をそれほど劣化させず、ハンダ濡れ特性を改善することができる。
【００２６】
コンタクトピン等の接点部材を製造するには、前記貴金属薄膜層５を電気めっきで形成す
る際のめっき浴中にＵＤＤを分散させて該ＵＤＤを貴金属とともに上記基材上に共析めっ
きさせればよい。
【００２７】
　めっき浴（めっき液）には、ＵＤＤを均一に分散させた水性懸濁液を使用するのが好ま
しい。ＵＤＤは基本的な利点として、懸濁液、特に水性懸濁液とした場合に優れた分散安
定性を示す。
【００２８】
　上記のＵＤＤ水性懸濁液におけるめっき液１リットル当たりＵＤＤの濃度は、０．５～
２００ｇ、好ましくは１．０～１２０ｇ程度になるように加えるのが望ましい。このよう
なＵＤＤ濃度は、本発明で好ましく使用されるＵＤＤ懸濁液の上記濃度からみて、非常に
簡単に調整可能であることが明らかである。
【００２９】
　上記めっき液は、ＵＤＤが低濃度の場合、めっき処理中に電極近傍に発生するガス泡に
よってもＵＤＤの沈殿が回避され、まためっき処理中に通常施される撹拌によっても沈殿
がより確実に回避される。ナノダイヤモンド共析貴金属めっき層の厚さは、めっき条件、
めっき層の使用目的および基材の材質等にもよるが、通常は前述のように０．１～５μｍ
の範囲、好ましくは０．３～２．０μｍの範囲であり、例えば電解めっきでは金めっきの
場合０．１～１μｍ程度である。
【００３０】
転写特性の評価は、ＵＤＤ共析量の異なる金めっき基板上での溶融ハンダの濡れ性によっ
て評価した。ハンダの濡れ性が良いと言うことは、ハンダとめっきの化学結合が強い事を
意味し、転写性が悪くなると判断できるからである。
【実施例】
【００３１】
　以下、コンタクトピンを製造する場合を想定した具体的な実施例について説明する。
【００３２】
　上記接点部材上に貴金属薄膜層５を形成するめっき浴は、前記のようなＵＤＤ濃度、め
っき液１リットル当たり０．５～２００ｇ、好ましくは１．０～１２０ｇの濃度になるよ
うにＵＤＤを添加する。本発明の典型的な１リットルのめっき液中におけるＵＤＤ濃度は
、金めっきの場合、実用的には１ｇ以上５０ｇ以下であることが好ましい。
【００３３】
〔実施例１〕
　コンタクトピンを製造する場合を想定して、コンタクトピンと同材質の金属板よりなる
基材２の表面に、拡散防止層３を形成し、その拡散防止層３の上に貴金属ストライクめっ
き４を形成した後、ＵＤＤを分散してなる貴金属薄膜層５を形成した。上記貴金属薄膜層
内に分散させるＵＤＤとしては、爆発合成法で生成されたナノサイズのダイヤモンド粒子
を使用した。上記ＵＤＤの一次粒子の外径寸法は約２～６ｎｍであり、形状は球形、比表
面積は２５０～３５０ｍ２／ｇであった。
【００３４】
　上記ＵＤＤの単一粒子の中心は非常に硬いダイヤモンド核（ＳＰ３構造）、その周囲は
カーボン非結晶（ＳＰ２構造）となっており、その比率は４０：６０から９５：５の範囲
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に入っている。このＵＤＤは爆発合成後、化学洗浄され、カーボン非結晶の外郭に、様々
な官能基（例えばカルボルシル基、エステル基等）を修飾することができる。この官能基
によりゼータ電位を有し、ＵＤＤは親水性を示し、水分散が可能となる。当該実施例で使
用したＵＤＤのＳＰ３構造とＳＰ２構造の比率は、９０：１０のものを使用した。
【００３５】
　上記ＵＤＤの縣濁水溶液（５重量％）を、下記の組成を有する光沢厚付純金めっき液に
添加し、ＵＤＤ濃度が１．９～２００ｇ／Ｌの範囲内で所定量添加したＵＤＤ添加金めっ
き液を建浴した。
今回使用した金メッキ浴の浴組成を下記に示す。金めっき液のｐＨは４．０であった。
　　ＫＡｕ（ＣＮ）２：　１５ｇ／Ｌ、
　　Ｋ３Ｃ６ＨＯ７・Ｈ２Ｏ：　１４ｇ／Ｌ、
　　Ｈ３ＣＨ５Ｏ７・Ｈ２Ｏ：　３６ｇ／Ｌ
【００３６】
　上記金めっき液にＵＤＤを添加後、そのＵＤＤ添加金めっき液を超音波ホモジナイザー
にかけて金めっき液内の凝集したＵＤＤを更に解離させた。
【００３７】
　一方、前記図１の基材２には、コンタクトピンと同材質のベリリウム銅及びＳＫ－５を
用い、その基板を脱脂処理してアルカリ洗浄したのち活性化処理を行った。その基板の表
面には予め無電解Ｎｉめっき浴で、９０℃、１０分間のめっき処理を行って拡散防止層２
～３μｍ程度を形成した。拡散防止層を形成した後は、洗浄して５％ＨＣｌによる活性化
処理を行ったのち、再びイオン交換水で洗浄した。
【００３８】
その後、ストライク金めっき層を電流密度５Ａ／ｄｍ２、温度４０℃、めっき時間１０～
６０秒で膜厚数百Åから数千Åのストライク金めっきを形成した。
【００３９】
　上記のようにして予め表面に拡散防止層及び、ストライク金めっき層を形成した基板に
、前記のＵＤＤ添加金めっき液を用いてＵＤＤ共析金めっきを施すもので、その際の陽極
には、チタンメッシュに白金を２μｍめっきした電極を使用し、陰極には上記ストライク
金めっきを形成した基板を取付けた。めっき条件としては、めっき浴中の電流密度を０．
１Ａ／ｄｍ２とした。電極間距離は４０ｍｍ、めっき液温度は５０℃に設定した。めっき
時間３０分でめっき厚約１μｍの金めっきよりなる貴金属薄膜層を上記ストライク金めっ
き層の上に形成した。その際、金錯体イオン、プラスのゼータ電位を持つＵＤＤは、陰極
側に引き付けられ、ＵＤＤは金めっき層の中に均一に共析させることができた。
【００４０】
　図２は上記貴金属薄膜層を構成する金めっき中の炭素濃度測定結果を示す。その測定方
法は、今回実験で行ったサンプルの基板と拡散防止層を、過硫酸アンモニウム溶液で溶か
し、貴金属薄膜層だけにした。そしてＵＤＤ濃度が０の場合、すなわちＵＤＤを添加しな
い場合と、前記のようにＵＤＤを１．９～２００ｇ／Ｌの範囲内で定量添加した複数種類
のＵＤＤ添加金めっき液を用いて皮膜した各貴金属薄膜層を、燃焼式炭素濃度測定装置で
炭素の微量分析を行った。
【００４１】
　その結果、ＵＤＤ濃度が０の場合には図２のように炭素濃度が約０．４重量％であった
ものが、ＵＤＤの添加量が増えるに従って炭素濃度は増加し、ＵＤＤ濃度が２００ｇ／Ｌ
では、約５．３重量％を検出した。従って、ＵＤＤ濃度２００ｇ／Ｌでめっきした金めっ
き層のＵＤＤ含有量は、約４．９重量％であることがわかる。
【００４２】
ＵＤＤ濃度を２００ｇ／Ｌ以上にした場合、金めっき膜の密着性が極端に悪くなり、スコ
ッチテープによる、金メッキ膜のピーリングテストにおいても、膜が剥離した。よって金
めっき膜のＵＤＤ濃度は、５．０重量％以下である必要がある。
【００４３】
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〔比較例１〕
　実施例１と同様にして、ベリリウム銅及びＳＫ－５基板をアルカリ脱脂後、拡散防止層
３である無電解ニッケルめっきを形成し、その拡散防止層３の上に貴金属ストライクめっ
き４を形成した後、ＵＤＤが添加していない同様の金めっき浴を用いて金めっき薄膜層を
形成した。各めっきの膜厚、めっきプロセスは、ＵＤＤ添加金めっき浴を使わないところ
以外は同じである。
【００４４】
〔実施例１と比較例１との比較〕
　（ハンダ濡れ性評価：ハンダ濡れ時間）
　上記実施例１と比較例１の金めっき膜のハンダ濡れ性特性を、メニスコグラフ法を用い
て評価した。
実際にはソルダーチェッカ（レスカ製、ＳＡＴ－５１００）を用いてハンダ濡れ時間を測
定した。試験条件は、
浸漬速度　　　　：２０ｍｍ／秒
浸漬深さ　　　　：２ｍｍ
浸漬時間　　　　：２０秒
ハンダ温度　　　：２５５℃
ハンダ　　　　　：Ｓｎ－３．０Ａｇ－０．５Ｃｕ
フラックス　　　：ロジンフラックス　ＩＰＡ　２５％
Ｎ数は４個。　各サンプルごとに濡れ曲線を出し、濡れ時間を求めた。
【００４５】
　図３は、金めっき液へのＵＤＤ添加量と金めっき膜のハンダ濡れ時間の関係を示す。こ
の図からわかるように金めっき中のＵＤＤ濃度が高いほどハンダが濡れるのに時間がかか
る、つまりハンダ濡れ性が悪くなる、転写性で表現すると転写性が良くなることが分かる
。
【００４６】
　（ハンダ濡れ性評価：ハンダ濡れ角度）
次に、溶融温度約２３０℃で、スズー鉛共晶ハンダ及びＳｎ－３．０Ａｇ－０．５Ｃｕを
約１ｃｃを、常温の実施例１及び、比較例１の金めっき膜表面に垂らし、その時にできる
ハンダ滴の濡れ角を測定し、ハンダ濡れ性を評価した。ハンダ濡れ角は、図４に示すよう
にハンダ滴を横方向からＫｅｙｅｎｃｅ　ＶＨＸ－２００　３Ｄ光学顕微鏡で観察し、基
板とハンダ滴の接触角を測定した。
【００４７】
基板を常温にして、ハンダ滴の濡れ角を測定した理由は、コンタクトピンの転写性の問題
は、コンタクトピンと電気部品の電気端子の接触は通常常温で行われるからである。
【００４８】
評価した結果を図５に示す。ＵＤＤ添加無しの金めっき膜のハンダ滴の濡れ角は、約１２
０°に対して、ＵＤＤ添加量していくと、ハンダ滴の接触角は大きくなり、ＵＤＤ濃度０
．５重量％以上で急激にハンダ濡れ性が悪くなった。ハンダ濡れ性の代わりに、転写性で
表現すると転写性が良くなることが分かる。
【００４９】
　（接触抵抗値）
　又、４端子法で実施例１及び比較例１の金めっき膜表面の電気抵抗率を測定した。評価
装置は、Ｌｏｒｅｓｔａ－ＧＰ　ＭＣＰ－Ｔ６００，　四端子プローブは、ＥＳＰプロー
ブ、ピン間５ｍｍ、ピン先Φ２ｘ４本、バネ圧２４０ｇ／本を使用した。ベリリウム銅基
板上の実施例１、あるいは比較例１の金めっきの電気導電率はほとんど変わらず、約１６
０～１８０μΩ・ｃｍ、ＳＫ－５基板上の実施例１、あるいは比較例１の金めっきの電気
導電率もほとんど同じで、約３００～３２０μΩ・ｃｍだった。常の金、銅、鉄等の導電
性金属の電気抵抗率は、数１０ｎΩ・ｍ～数１００ｎΩ・ｍであることを考慮に入れると
、この四端子法で測定した電気抵抗率は、主に接触抵抗を表している。
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【００５０】
【表１】

【００５１】
　この四端子法の測定結果から、ＵＤＤを添加しても、ＵＤＤを添加しない金めっき膜の
接触抵抗値とほぼ同じで、その接触抵抗値は、４００μΩ・ｃｍ以下であった。
【００５２】
　なお、上記実施例は、コンタクトピンを製造する場合を想定して前記基材２と同材質の
金属板よりなる基板の表面に、ＵＤＤを共析してなる貴金属薄膜層を形成したものである
が、上記の結果からも明らかなように、コンタクトピン及びその他の接点部材を構成する
基材に、上記のようなＵＤＤを共析してなる貴金属薄膜層を形成した場合にも同様の特性
が得られ、接点部材のハンダ転写性能、しいてはメンテナンス性を大幅に向上させること
ができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　以上のように、本発明による接点部材によれば、接点部材のハンダの転写特性を大幅に
向上させることが可能となり、高温でも測定可能な、メンテナンス性のよい接点部材を容
易・安価に提供することが可能となるもので、コンタクトピン等に限らず各種の接点部材
のメンテナンス性の向上に効果がある。従って、産業上も極めて有効に利用し得るもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】表面処理構造
【図２】めっき液中のＵＤＤ濃度とめっき層中のナノダイヤモンド重量％の関係を示すグ
ラフ。
【図３】めっき層中のナノダイヤモンド重量％とハンダ濡れ時間の関係を示すグラフ。
【図４】１ｃｃの共晶ハンダ滴を当該金めっき膜上に垂らした時の濡れ角度。
【図５】めっき液中のナノダイヤモンド重量％とハンダ濡れ角度の関係を示すグラフ。
【符号の説明】
【００５５】
１　表面処理構造
２　基材
３　拡散防止層
４　貴金属ストライクめっき層
５　ナノダイヤモンド分散貴金属めっき層
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